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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【公開番号】特開2007-322462(P2007-322462A)
【公開日】平成19年12月13日(2007.12.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-048
【出願番号】特願2006-149346(P2006-149346)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   7/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   7/08    　　　Ｃ
   Ｇ０２Ｂ   7/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月28日(2009.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光学素子を駆動する第１のアクチュエータと、
　第２の光学素子を駆動する第２のアクチュエータと、
前記第２の光学素子の位置を検出する位置検出手段と、
　前記第１のアクチュエータのオープンループ制御により前記第１の光学素子の位置制御
を行い、前記位置検出手段を用いた前記第２のアクチュエータのフィードバック制御によ
り前記第２の光学素子の位置制御を行う制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記位置検出手段による前記第２の光学素子の検出位置に特定の変化
が生じたかどうかを所定周期ごとに検出し、前記特定の変化が生じたことに応じて、前記
第１の光学素子に関する衝撃対応動作を行い、
　前記特定の変化は、前記所定周期で前記第２の光学素子が駆動され得る最大駆動量より
大きい変位が前記第２の光学素子に生じた場合の検出位置の変化であることを特徴とする
光学機器。
【請求項２】
　前記衝撃対応動作は、前記第１のアクチュエータにより前記第１の光学素子を位置制御
上の基準位置に駆動する動作であることを特徴とする請求項１に記載の光学機器。
【請求項３】
　前記衝撃対応動作は、警告情報を出力する動作であることを特徴とする請求項１に記載
の光学機器。
【請求項４】
　前記特定の変化は、前記第１の光学素子が衝撃により変位する場合に該衝撃によって前
記第２の光学素子に発生し得る最大変位より小さい検出位置の変化であることを特徴とす
る請求項３に記載の光学機器。
【請求項５】
　前記第１のアクチュエータは、ステッピングモータであり、
　該ステッピングモータは、リードスクリューと、該リードスクリューに係合するラック
とを介して前記第１の光学素子を駆動することを特徴とする請求項１から４のいずれか１
つに記載の光学機器。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
本発明の一側面としての光学機器は、第１の光学素子を駆動する第１のアクチュエータと
、第２の光学素子を駆動する第２のアクチュエータと、前記第２の光学素子の位置を検出
する位置検出手段を有する。また、光学機器は、第１のアクチュエータのオープンループ
制御により第１の光学素子の位置制御を行い、位置検出手段を用いた第２のアクチュエー
タのフィードバック制御により第２の光学素子の位置制御を行う制御手段とを有する。そ
して、制御手段は、位置検出手段による第２の光学素子の検出位置に特定の変化が生じた
かどうかを所定周期ごとに検出し、特定の変化が生じたことに応じて、第１の光学素子に
関する衝撃対応動作を行い、特定の変化は、所定周期で第２の光学素子が駆動され得る最
大駆動量より大きい変位が第２の光学素子に生じた場合の検出位置の変化であることを特
徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　１１３１はフォーカスレンズ１１０５の位置を検出する位置センサ（位置検出手段）で
ある。位置センサ１１３１としては、可変抵抗式、光学式、磁気式等、その種類を問わず
に使用することができる。位置センサ１１３１には、ＶＣＭ１１１２によって駆動される
フォーカスレンズ１１０５の最小駆動単位以下の移動を検出できる分解能が必要である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　１１２４はズーム制御部であり、ズームスイッチ１１１８の操作に応じてズームレンズ
１１０２を移動させるようモータ制御部１１２２に指令信号を出力する。またこのとき、
ズーム制御部１１２４は、フォーカスカムデータ１１２５に従う位置にフォーカスレンズ
１１０５を移動させるようにモータ制御部１１２２に指令信号を出力する。さらに、ズー
ム制御部１１２４は、ＭＦスイッチ１１１９によりＭＦモードが選択された場合は、フォ
ーカススイッチ１１２０からの検出信号に応じた位置にフォーカスレンズ１１０５を移動
させるようモータ制御部１１２２に指令信号を出力する。また、ズーム制御部１１２４は
、無限スイッチ１１２６のオンを検出したときは、フォーカスレンズ１１０５を強制的に
無限遠位置に移動させるようモータ制御部１１２２に指令信号を出力する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　ここで、駆動パルスのカウントによってズームレンズ１１０２の位置を正確に求めるた
めには、ズームレンズ１１０２を位置制御上の所定の基準位置に移動させ、そこでのパル
スカウント値を０とするためのリセット動作が必要である。これにより、パルスカウント



(3) JP 2007-322462 A5 2009.7.16

によって得られる検出位置とズームレンズ１１０２の基準位置からの移動量（位置）とが
一致する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
１０９はステッピングモータ１１１０の出力軸に連結されたリードスクリューである。１
０８はズームレンズ保持部材１０７に取り付けられ、リードスクリュー１０９に噛み合う
（係合する）ラックである。リードスクリュー１０９は、レンズ部の光軸方向に延びるよ
う、該レンズ部の上側（図では下側）に配置されている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　このため、ズームレンズの位置ずれが発生するような衝撃が加わった場合は、フォーカ
スレンズでも同様に位置ずれが発生する。本実施例では、この現象を利用して、ズームレ
ンズの位置ずれ発生（つまりは衝撃を受けたこと）を、本来フォーカスレンズの位置を検
出するために設けられた位置センサ１１３１による検出位置の変化をモニタすることで検
出する。そして、該検出（衝撃判定）をトリガとして、ズームレンズのリセット動作を行
う。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　次に、モータ制御部１１２２は、図４のＳ３０５で、この後、所定の設定周期（ルーチ
ン）で実行される衝撃有無判定処理を開始する。設定周期（所定周期）としては、衝撃に
よるフォーカスレンズの瞬間的な位置ずれの検出に適した周期、例えば１００μｓが設定
される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　Ｓ３０６では、モータ制御部１１２２は、位置センサ１１３１を用いて現在フォーカス
レンズ位置ＰＦｎｏｗを検出する。Ｓ３０７では、現在フォーカスレンズ位置ＰＦｎｏｗ
と前回フォーカスレンズ位置ＰＦｏｌｄの差分の絶対値を計算し、位置変化量ＰＦｄｉｆ
（変位）とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
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　また、該設定値は、ズームレンズの位置ずれが発生するような衝撃を撮像装置が受けた
ときのフォーカスレンズの位置ずれ量（最大変位）よりも小さな値に設定するとよい。こ
れにより、フォーカスレンズにではなく、ズームレンズに位置ずれが発生する衝撃を受け
たことを判定できる。
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